
道徳的葛藤 と道徳判断の普遍化可能性

ウィンチの 「道徳判断の普遍化可能性」

に関す る一考察

蔵 田 伸 雄

「・・-行 為当事者に よって下 された道徳 的判断 の中でも,私 が特に注 目したい種

類の判断の一例 として,(中 略)メ ルヴ ィルの物語rビ リー ・バ ッ ド』を使 うことに し

たい。 考えてみたいのは,英 国海軍大佐 「き らめきの」 ヴ ィアが抱 いた道徳的デ ィ レ

ンマであ る。 この英国軍艦 「不屈 号」 の艦長 は対 フランス戦役 に就 いて いたが,そ れ

は(中 略)英 国軍艦上 でいつ他 に も反乱 が起 こらぬか と懸念 されて いた時期だ った。

(中略)ビ リー ・バ ッ ドは天使 の ように純朴 な性格 の前橋楼員だが,(中 略)彼 は,悪

魔の ような 「不屈 号」先任衛兵伍長 クラガー トの嫌 がらせ にあ う。 クラガー トの策謀

はやがて頂 点に達 し,ビ リーが乗組員 に反乱 を唆 した とい ういわれな き告発が ヴィア

に対 してなされる。 バ ッ ドは この状況 に圧倒 され て言葉 も思 うよ うに 出せず,嫌 疑に

対 して抗弁す る ことができない。欝積 のあま り,彼 はクラガー トを殴 りつけ る。す る

とクラガー トは倒 れて頭 を強打 し,死 んで しま うので ある。」(ピ ー ター ・ウィンチ

「道徳 判断の普遍化 可能性」(1)p.200;邦 訳p.217)

1道 徳的葛藤

この小論 の 目的はイギ リスの哲学者 ピーター ・ウィンチが 「道徳判断の普遍化可能

性」 とい う論文 で提起 した 問題 につ いて検討す ることである。 カソ ト主義的な道徳哲

学 の立場 では道徳判断 は一般 に 「普遍化可能(universalizable)」 であ ると考え られて

いる。しか しウィンチは道徳的葛藤(moralconflict)に 直面 した行為当事者(agent)(2)自

身が下す道徳判 断③には 「普遍化可能」 ではない ものが あると主張す る。 この小論 の

目的はその ようなウ ィンチの主張 に対 して批判を加 えることであ る。
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道徳的葛藤 とは 「私はaを なすべきだが同程度 にbを なすべ きで もあ り,そ の双方

を同時になす ことはできない。 では私 は どちらの行為 を なすべ きなのか 」 あ るいは

「私はaを なす べ きなのかなすべ きでないのか,ど ちらにす るべ きなのか」,とい った

形で定式化 する ことができる ような葛藤 である(4)0このよ うに道徳的葛藤 とはあ くま

で も二 つの義務 の衝突 であって,義 務 と欲求 の衝突ではな く,ま してや二つの欲求 の

衝 突ではない ことには注意 され たい。

ウィンチは十八世紀末 を舞台 と したハ ーマ ソ ・メル ヴ ィル の小説 『ビ リー ・バ ッ

ド』⑤ゐ登場 人物 である英 国海軍 の艦長 ヴ ィアが直面す る道徳的葛藤を例にあげて議

論を進 めている。それ は,偽 りの反乱教唆の嫌疑に よって 自らを陥れ ようとす る悪意

に満 ちた上官 クラガー トを発作的に殴 り殺 して しまった部下 ビ リー ・バ ッ ドを軍規 に

従 って処刑す るべ きか ど うか とい う葛藤であ る。確かに ビ リーは クラガー トを殺 して

しまった とい う点 では有罪だが,反 乱の嫌疑についてはおそ らく無罪 である。 ヴ ィア

は 自分 の 「なすべ きこと」 を しよ うと意図 しつつ も,自 分が何をなすべ きかにつ いて

困惑 している。 しか し今に も反乱が起 こ りそ うな状況なので,軍 の秩序 と艦 の乗組員

の生命,さ らに他 の艦の治安を守 るために もその決定はす ぐになされ なけれ ばならな

い。

このよ うな ヴィア船長の道徳的葛藤は以下の様 にま とめる ことができる。

1.私 は軍規に従い,ビ リー ・バ ッ ドを即 刻処刑す る≦ きである。

2.私 は 「自然 の正義(naturaljustice)」(又 は良心)に 従 うべ きである。ビ リー ・

バ ッ ドを死刑にす るべ きではない。(こ こには ビリーを情状 酌量 や執 行猶 予を

含めた形で有罪にす ること,ビ リーの処遇 を帰港す るまで未決定に してお くこ

とな ども含 まれ る)

3.し か し,私 はその両方をなす ことはできず,1か2の どちらか一方を必ず選択

しなければな らない。 では,私 は どち らをなすべ きなのか。

ヴィア船長 は艦上 で簡 易軍事法廷 を開き,そ の結果 ビリーを軍規に従 い即刻 処刑 す

ることに決定 し,翌朝 刑を執行す る(6㌔ウ ィソチはそ のよ うな ヴ ィア船長 の行 為 は正

しい行為 である と考ax.るが,し か しも しも自分が ヴ ィア船長の立場であれ ば 自分は そ

うしないであろ うし,ま たそれ が 自分 にとっては正 しい行為 なの だ と言 う。ウ ィンチ

は この様 な事実 に基づ いて,道 徳的葛藤 に直面 した行為当事者 が下 す判 断 には 「普遍

化 可能」ではないものがあると主張す る(7)aこの小論では まずその ような ウィソチの主
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張を紹介 し,そ して ウィンチは 「普遍化可能性 のテーゼ」を適用す るた めの条件に 関 し

て誤解 してい ることを示 す ことに よって ウィンチに対す る批判を行 うことを試み る。

それでは まず 「道徳判断の普遍化 可能性」 に関す る ウィンチの主張 を見 ておこ う。

II普 遍化可能性のテーゼに関するウィンチの主張

まず この節では 「道徳的葛藤に直面 した人 自身に よる,自 らの行為 に関す る判 断に

は普遍化可能ではない ものがあ る」 とい うウィンチの主 張を瞥見 してお こう。

ウィンチは上述の 「道徳判断の普遍化可能 性」 とい う論文 の冒頭 で,19世 紀 の功利

主義者 シジウィ ックの以下の ような言葉を引用 している。

「もし我 々がその二人の資質や周囲の状況の中に,そ の土人の義務 を異なる もの と

す るための合理的根拠(reasonableground)と 見な しうる ような違 いを見 いだす こ

とがで きな いのな ら,我 々はあ る行為がAに とっては正 しいが,Bに とっては誤 っ

てい ると判断す ることはで きない。従 って もし私が何 らかの行為 を 自分 自身に とっ

て正 しい(right)と 判断す るな ら,私 の資質(nature)(8)や おかれている状 況 とその

人 の資質や状況 との間に何か重要な点で異な る ところ の無 い他 のあ らゆ る人間 に

とって もそ の行為 は正 しい と私 は暗 黙 の内 に判断 してい る ことに なる(強 調筆

者)。 」(9)

このシジウイ ックの言葉は カン トの定言命法を意識 した表現であ るが,特 に この第

二 の文を ウ ィンチにな らって 「道徳判断の普遍化 可能 性 のテ ーゼ」 と呼 んで お きた

い。

ウ ィンチは 「道徳的葛藤 に直面 した行為 当事者」 自身に よる自らの行為に関する道

徳判断 には 「普遍化可能」 では ないものが あると主張す る。 しか しウィソチは 「普遍

化 可能性 のテーゼ」 の妥 当性を全面的 に否定 してい るわけではない。 た とえば ウィン

チはヴ ィアの道徳 的葛藤 を形づ くる二つ の 「べ き」は,と もに先に あげた シジウイ ッ

クの引用 に書 かれ ている ような意味 で 「普遍 化」 可能 で ある と言 う(p.206;邦 訳

p.227)。 その場合の 「普遍化」とは後にみ るように,「普遍的な道徳判断を前提 してい

る」 とい う意 味である。つ ま り 「ビリーを処刑す るとい う行為は私に とって正 しい」
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とい う道徳判断 は 「上官を殺 した部下を死刑にす ることは任意の英国海軍 将校 に とっ

て正 しい」 とい う判断を前提 してお り,そ して 「私に とっては 自然の正義(又 は 「良

心」)に従 うことが正 しい」とい う判断は 「自分 と重要な点で異な るところの無 い任意

の人 にとっても自然 の正義 に従 うことが正 しい」 とい う判断を前提 しているcoo)0

この ように ウィンチは道徳的葛藤を構成す る二つ の道徳判断が 「普遍化可能」 であ

ることを認 めている。 しか し,そ のよ うな道徳的葛藤に直面 した行為当事者が熟慮 の

末 に下す道徳判断 も常に普遍化可能 であろ うか。 そ の間 に対す るウ ィンチ の答 え は

ノーである。

ウ ィンチはも しも自分が ヴ ィア船長の立場で あれば ビ リーを処刑で きない と言 う。

それ は 「ビリー ・バ ッドの類 まれな る無垢な性格は軍人の義務の履行 よ りも重要だ」

とウ ィンチは考 えるか らである。 こ うして ウィンチは軍規 よ りも 「自然の正義」 に従

うことを選 び,ビ リーを処刑 しない ことが 自分に とっては正 しい ことだ と判 断す る。

しか しウ ィンチは ビリーを処刑す ることを選んだ ヴィア船長の行為 もまた正 しい行為

であると考 える。 このよ うに ウィンチは 「自分が ビ リーを処刑 しない ことは正 しい」

と判断す るが 「ヴ ィア船長が ビ リーを処刑 しない ことは正 しい」 とは判 断 しない。 こ

のよ うな自分の判断は 「私が何 らかの 自分の行為を正 しい と言 うな ら,重 要 な点 で異

な るところのな い誰に とって も同様に行為す ることが正 しい と私は暗黙 の内に判断 し

てい る」 とい う 「普遍化可能性のテ ーゼ」に当 ては ま らない と ウィ ンチ は考 える。

ウィシ チは この様な事実に基づいて 「道徳的葛藤に直面 した行為 当事者 自身 の判断に

は普遍化可能ではない ものがあ る」 と主張す るのである(pp.207-8;邦 訳pp.229-

30)auo

さらに ここで ウィンチは,自 分 と ヴィア が 異な った 判 断 を下す の は二人 の 気質

(disposition)⑫ が異 なるためであると考 える(p.213;邦 訳p.238)。 ウ ィンチに よ

れば,道 徳的葛藤に直面 した行為当事者は決断を通 じて 自 らに と って 「なす べ き行

為」を発見 していかね ばならないが(pp.209-10;邦 訳p.232),そ の決断 のあ り方を

決定す るのは各人の気質だか らである。

そ して ウィンチは 「(個々 人 の気 質 の違 いを考慮 に 入れ るな ら)普 遍 化 可能性 の

テーゼか らはその論理的な力の最後の一 しず くさ}xも確実 に失せ て しま う」 とい う言

葉で彼の論文を締め くくっている(p.214,邦 訳p.238)。 おそ ら くこの言葉に よって

ウィンチは,各 人の 「気質の違 い」 とい う条 件 を重視す るなら道徳的葛藤に直面 した
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行為当事者の判断のみな らずその他の道徳判 断につ いて も 「普遍化可能性 のテーゼ」

にはほ とん ど意味が無い とい うことにな って しま うと言お うとしている。

以上が筆者な りに ウィンチの基 本主 張をま とめたものである。

ところで 「道徳 判断の普遍化 可能性(universalizability)」 とい う用語 はヘ アの用語

であ るため,こ の様な主張 に よって ウィンチが批判 している 「普遍化可能性論者」 の

代表はヘア(R,M.Hare)で ある と一般 に考 え られ ている⑬。 ウィンチ自身 は自分が批

判する 「普遍 化可能性論者」 がヘ アで あ る と断言 す る ことを避 け てい るが⑭,こ の

ウィンチの論文にはヘアを批判 している箇所 もあるので,ウ ィンチの批判 の対象 とさ

れているのはヘアである と考 えて よいであろ う⑯。

しか し筆者 は この ような ウィンチの主張 にはい くつか の 問題点 が ある と考 えて い

る。 その中で も特 に大 きな問題 になるのはウ ィンチは 「普遍化可能性 のテーゼ」が伴

う 「重 要な点で異 なる所 の無 い」 とい う条件 の意味 を誤解 してお り,そ のため ウ ィン

チの主 張はヘアをは じめ とした 「普遍化可能性論者」 に対す る根本的な批判 とはな り

えていない とい うことである。 そ こで次 に普遍化可能性 のテーゼとは どのよ うな もの

であ り,そ してそのテーゼが伴 う 「重要 な点 で違 いのない」 とい う条件には どのよ う

な意味 があるのかを確認 した上 で ウィンチに対す る批判を試みたい と思 う。

皿 普遍化可能性のテーゼの意味

ウィンチに対す る批判 を行 う前 に,ま ず この節で は 「普遍化可能性のテ ーゼ」には

どの様 な意味 があるのかを確認 しておきた い。

ウィンチも観察者 の立場か らなされ た二つ の他者 の行為に関す る判断の間の関係を

示 したもの としては 「普遍化可能性 のテーゼ」を受け入れてい る。それは道徳問題に

も整合性(consistency,),理 解可能性(intelligibility),合 理性(rationality)と い った

ものが適合す るか らだ とウ ィンチは言 う(cf.p.199;邦 訳p.216)。

確か に 「整合性」等 の条件 は行為に関す る何 らか の価値判断が道徳判断であ ると言

い うるための条件 に含 まれ る。例 えば我 々には 「人は借金を踏み倒 してはな らないが

私 は借金 を踏 み倒 しても よい」 といった判断 のよ うに,自 分を規範の妥当性の例外 と

す る身勝手 な判断 を行 いが ちな傾 向が ある。 しか しAとBの 二人の人間の間に重要な

点 で異 なるところが無 いな ら,Aに 妥 当す ることはBに も妥当す るはずである。 しか
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しその様 な場 合にも 「Aは借金 を踏 み倒 しても よく,Bは 借金を踏み倒 してはな らな

い」 といった判断 をす るなら,そ の ような判断は整合的ではな く,そ の様な判断を道

徳的な判断で あると認め ることは できないであ ろ う。同様に先にあげた ような身勝手

な判断 も整合的 ではな く,従 ってその よ うな判断を道徳的な判断であ ると言 うことは

で きな いとい うことにな る。 この よ うに普遍化可能性のテーゼ とは道徳判 断が満 たす

べ き論理的条件を示 した ものであ り,そ れに よって 自分に とって不都合 な義務 を避け

たい とい う誘惑か ら生 じる判 断 の不 当性 を 示 した もので もあ る(cf.p.203,邦 訳

p.222)0

また先 にヴ ィア船長 の例 でみた ように,こ の小論 では 「道徳判断 の普遍化可能性」

を 「何 らか の個別的 な道徳判断(あ る人 のある行為に関す る道徳判断)は,何 らかの

普遍 的道徳判断(不 特定 の任意 の人 の行為に関す る道徳判断)を 前提 してい る」 とい

う意味 に理解 してお きた いqs>0例えば,「 私(又 は彼/彼 女)は 今嘘をついてはな らな

い」 とい う個別的な道徳判断は 「自分,又 は彼や彼女(1,he,she)と 同様 の状況 にあ

り,重 要な点で違いの無い任意の人(one)は 嘘をつ いてはな らない」とい う普遍的道

徳判断を前提 している と言 うことができる。 これ は個別的 な道徳判断 の基準 として,

何 らかの規範 や,あ るいはその行為 がなされ る状況や行為 当事者が もつ性質を選びだ

している とい うことである。従 って,そ の同 じ基準 の も とで は同様 の行 為を すべ て

「正 しい」 と判 断 しなけれ ぼな らないことになる。 よって 自分(又 は彼/彼 女)と 同

様 の状況 におかれ,自 分(彼/彼 女)と 重要な点で異な るところの無い人間Aが いる

な ら,rAも 自分(彼/彼 女)と 同様に行為す ることが正 しい」 と判断せざるを得 ない

とい うことにな る。

「普遍化可能性のテーゼ」には この ような意 味があるのだが,ウ ィンチの主張を検

討す るにあた って問題 になる こ≧は 「普遍化可能性 のテーゼ」 が伴 う 「重要な点で異

な るところの無い」 とい う条件 を どう理解す るか とい うことである。筆者の見 るとこ

ろでは ウィンチは この条件 の持つ意味 を取 り違xて お り,そ のために ウィンチの主張

は認 め難 いものとなっている。 そこで最後 にそ の様な点か らウィンチに対す る批判を

試 みたい。
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1V普 遍化可能性のテーゼの適用のための条件 とウィンチに対する批判

先に見た ように ウィンチは 「も しも 自分 がヴ ィア船長 の立場 なら … 」 とい う仮

定の下 でなされ た 自分 の判 断は 「普遍化可能性 のテーゼ」 を満た していない と考えて

いる.し か しその ような主張 を行 うためには,そ の判断が普遍化可能性のテ ーゼを適

用す るための条件 をみた していなけれ ばならな い。そ してその適用のための条件 とは

「自分 とそ の他者 の問に重要 な点で違 いが無 い」 とい うことで あった。 さて ウィンチ

は 「もしも自分 がヴ ィア船長 の立場 なら」 と仮定す ることに よってその条件をみたす

ことができると考 えている。だが ウィンチの判断は本当にその よ うな条件をみた して

いるのだろ うか。

そ の様な 問題 につ いて考 えるためには,ま ず 「重要な点で違いの無い」 とい う条件

は何を意味 して いるのかを理解 しなければな らない。 そ してそれを理解す るためには

ウ ィンチが 「普遍化可能性 のテ ーゼ」 と呼ぶ シジウイ ックのテーゼの前の文 には以下

のよ うに書かれて いた ことを想起すれば よい。 「もし我 々がその二人 の資質 や 周囲 の

状況の中に,そ の二入の義務を異な るもの とす る合理的根拠 と見な しうる ような違 い

を見いだす ことがで きないのな ら,我 々はある行為 がAに とっては正 しいが,Bに

とっては誤 ってい ると判断す ることはで きない(強 調筆 者)。」 この一文か らも明らか

な よ うに,普 遍化可能性のテーゼが伴 う 「重要な点で違 いの無 い」 とい う条件 は,「そ

の両者に とって正 しい行為が異なる もの となる ような違 いが無 い」 とい うことを意味

していたのであ る。

ところで ウィンチは 「もし自分がヴ ィア船長 の立場 な ら」 と仮定すれ ば自分 とヴ ィ

ア船長の間に 「重要な点で違 いは無 い」 とい うことになる と考 えている。だが先 に見

た ように,普 遍化可能性 のテーゼの適用 のための条 件 であ る 「重 要 な点で 違 いが無

い」 とい うことは 「それ ぞれ に とって正 しい行為 を異 なるものとす るよ うな違 いが無

い」 とい うことである。 そ して ウィンチはヴ ィア船 長 に とって正 しい行 為 と自分 に

とって正 しい行為 は異 なる と考 えている。 よって結果的 にはウ ィンチは 自分 とヴィア

船長 の間には 「重要 な点 での違 い」 があると考 えていることにな るのであ る。

この ようにウ ィンチが普遍化可能性 のテーゼの反例 と して あげ る判断は結局 「重要

な点 で違 いは無 い」 とい う普遍化可能性 のテーゼを適用す るための条件その ものをみ
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た してはいなか った とい うことになる吼 従 ってウ ィンチが あげ る例は普 遍化 可能 性

のテーゼの反例 とはな りえず,筆 者 は ウィンチがあげ る例を 「道徳的葛藤に直面 した

行為当事者の判 断には普遍化可能 ではないものがある」 とい う主張の論拠 として認め

る ことはできないのである。

そ して ウィンチの主張 に関 してさらに問題に なると筆者が考xて い ることは,ウ ィ

ンチは 「普遍化可能性 のテーゼ」 の持つ規範的な性格を軽視 してい るとい うことであ

る。

「普遍化可能性 のテーゼ」は一種規範的な性格を持 ってい る。 つま り 「普遍化可能

性 のテーゼ」 は 「道徳判断 には一般的に この よ うな性質があ る」 とい う事実 を述べ て

いるだ けではな く,「道徳判断 とは この様な もので あるべ きだ」 とい う規範 を示 した

ものでもある。

確か にウ ィンチも道徳判断が 「観察者」の立場か ら下 される限 りでは普遍化可能性

のテーゼが規範的な意味を持つ ことを認めてい る(cf.p.206;邦 訳p.227/p.197;邦

訳p.212).だ が ウィンチは道徳 的葛藤iに直面 した行為 当事者は,そ の ような規範に従

う必要は無い と考えてい る。

しか し筆者は 「普遍化可能性のテ ーゼ」 とは,道 徳 的な事柄 に関す る議論に おいて

合意の形成を期待す るな ら,人 が必ず従 わなけれ ばならない ような規範を表現 した も

のであ ると考えてい るQ8)0なぜな らそ こでな される主張 が議論 の整合性 な どの形式 的

条件をみた していなければ,そ の ような主張 で相手 を説得す ることがで きるとは思え

ないか らであ る。 そ して ウィンチが先 にみた よ うな主張 を行 うこ とが で きるの も,

ウィンチは 自分の選んだ行為 は正 しい行為 である とい うことを他者に承認 させなけれ

ばな らない ような状況 にはないからだ と言 うことができるであろ う。

この小論では ウィンチに対 する批判 を行 うことを第一 の 目的 と したが,誤 解を招か

ぬ ように言 ってお くと,我 々は この ウィンチの論文か らも多 くの貴重な示唆を得る こ

とがで きる と筆者 は考 えている。特 にその中でも最 も貴重な示唆は,普 遍化可能性の

テーゼを他者 の行為 に適用す る際 には十分 な感受性を持 って 「重要な点での違いが無

いな ら」 とい う条件 を考慮 しなけれ ばならないとい うことで ある。判断の対象 となる

二人 の他者 の間にある,あ るいは自分 と他者 の間に あるどの様な共通性,ま たは非共

通性 が 自らの個 々の道徳判断 に関わ るのかについては我 々は深 く注意 しなければな ら

ない。 ウィンチが道徳的葛藤 と道徳判断の普遍化可能性 とい う問題 を取 り上 げたのも
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道徳的葛藤と道徳判断の普遍化可能性

その よ うな点に関す る問題 提起 を行 うためであった と思われ る。それは きわめ て重要

な問題提起で あると思われ るが,与 え られた紙 数の問題 もあ り,そ の件 に関す る詳 し

い考察は稿を改め七行いたい と思 うU9)0
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が ヴ ィア船 長 の立 場 な ら」 とい う仮 定 に も とつ いて 下 され た 判 断 も,い わ ば 仮
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一72一



道徳的葛藤と道徳判断の普遍化可能性

(is)た だ し これ は厳 密 に は 「普 遍 化 可 能 性 」 では な く,「 全 称 化 可 能 性 」で あ るに す

ぎ な い。 道 徳 判 断 が真 に 「普 遍 化 可 能 」 で あ る と い うこ とが で き るた め に は,

述 語 に含 まれ る 固有 名 詞 も普 遍 的 な語 で表 現 す る こ とが 必 要 に な る。 しか し,

ウ ィ ンチ に対 す る批 判 を行 うた め に は ウ ィン チが 考 え る 「普 遍 化 可 能 性 」 を 全
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う。
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R.Montague`WinchonAgents'Judgements'AnalysisVol.341974pp.161

-166

0.O'Neill`ThePowerofExample'inherConstructionsofReason

(CambridgeUniversityPress1989)pp.165-186
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Moral Conflicts and the Universalizability 
of Moral Judgements

Nobuo KURATA

   Some Kantian moral philosophers claim that all moral judgements are 

universalizable, but other philosophers argue that judgements made by agents 

facing `moral conflicts' are not always universalizable. When an agent faces a 

moral conflict,he can regard two conflicting acts as right at the same time.This 

fact seems to be incompatible with the universalizability of moral judgements. 

   In this paper I comment on an essay of Peter Winch, "The Universalizability 

of Moral judgements" to explore this problem. In this essay Winch throws doubt 

on logical force of Sidgwick's 'universalizability thesis.' Winch says if he were in 

the situation of Captain Vere, a character in Melville's novel,he would make 

different choice from Vere's. But he also says both his hypothetical act and 

Vere's act are right. In this way, he maintains that his hypothetical judgement is 

not universalizable. 

   But Winch's hypothetical judgement cannot be a counter-example against `the 

universalizability thesis'. Because the thesis has a condition for application, "if 

there is no difference between the two persons in some important respects", and 

Winch's judgement does not satisfy this condition. According to Sidgwick, `the 

difference in some important respects' means "the difference which we can regard 

as a reasonable ground for difference in their duties." Winch says the right action 

for him is different from the right action for Vere, that is, his duty is different 

from Vere's duty. And this means he thinks there is `a difference which we can 

regard as a reasonable ground for difference in their duties'. Therefore his 

judgement does not satisfy the condition, and I conclude, his example cannot be a 

proper counter-example to the universalizability thesis.
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